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歯科治療において局所麻酔は治療中の除痛をはかるために極めて有効な方法であり、広く使用されて

います。局所麻酔法の一つである浸潤麻酔はごく一部の麻酔から広い麻酔領域を得るため方法を含む概

念です。概ね安全に行われている方法ですが、成分に血管収縮薬を含むものもあり、全身的な偶発症が

発現することがあります。このような場合、全身管理や救急処置について十分な知識と技術を修得した

歯科医師が適切に対応する必要があります。 

歯科衛生士は歯科医師とともに安全な歯科医療を提供していくうえで極めて重要な職種です。様々な

歯科医療行為を担いますが、必要な知識・技術・態度を卒前および卒後教育で十分に修得することが求

められます。現状では歯科衛生士を養成する教育機関では浸潤麻酔を教えている機関はごく一部であり、

その教官も浸潤麻酔を歯科衛生士の業務と考えているものはわずかであったとの報告もみられます１）。

このような現状を踏まえ、浸潤麻酔全般を現時点で歯科衛生士の業務とすることは困難であると考えま

す。その一方で、浸潤麻酔行為を含む歯科治療に積極的に関わろうとする歯科衛生士の活動は支援する

べきものと考えます。全身管理の知識を含めた局所麻酔に関する知識・技術は数日の講習会で得られる

ものではなく、歯科衛生士の卒前・卒後教育体制を整備して対応する必要があります。両学会は今後も

この教育体制の整備に協力する所存です。 
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 これまで日本歯周病学会は、歯周病の予防・治療をベースにした歯科衛生士による国

民の口腔と全身の健康管理を積極的にサポートしてきました。歯科衛生士は歯科医師

とともに安全な歯科医療を提供していく上で極めて重要な職種であり、その前提とし

て、必要な知識・技術・態度を卒前および卒後教育で十分に修得することが求められま

す。その上で日本歯周病学会は、日本歯科医学会専門分科会のひとつとして、浸潤麻酔

行為を含む歯周病治療に積極的に関わろうとする全ての歯科衛生士の活動を支援すべ

く、求められる情報発信や必要とされる教育機会の提供にこれからも尽力します。  
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